
別紙様式第37号

第 号 国家公務員共済組合法（抄）
第117条　財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の
　負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、

国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 　歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用
第117条の規定に基づく検査証票 　する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報

　告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当
　該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機
　関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開
　設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者
　（以下この項において「開設者であつた者等」という。）から報告若
　しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設
　者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者（開設者であ
　つた者等を含む。）に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係
　者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき
　設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させるこ
　とができる。
２　財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用
　の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定
　訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定
　に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者（以下この
　項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。）に対し、
　その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報
　告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事
　業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者
　（指定訪問看護事業者であつた者等を含む。）に対し出頭を求め、又
　は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護
　事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件
　を検査させることができる。

印 ３　当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をする場合には、そ
　の身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

（第４項　略）
　この検査証票の有効期限は、発行の日の属する会計年度の終了する日
までとする。

備 考
１　用紙は厚質青紙とし、大きさは縦5.4センチメートル横8.5センチメートルとする。
２　写真の大きさは、縦3.5センチメートル横2.5センチメートルとする。
３　この検査証票は、財務本省所属の職員に係るものであつては財務大臣が、財務局所属の職員に係るものにあつては財務局長が、福岡財務支
　局所属の職員に係るものにあつては福岡財務支局長が、それぞれ発行するものとする。

（表）

　年　　月　　日発行

財 務 局 長

（裏)

又は福岡財務支局長

写 真
氏　　名

生年月日

財 務 大 臣

所 属

官 職

発 行 者


